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くまもと市政だよりへの広告（後半ページ下欄）を募集中。販売代理店の（株）ホープ（☎092-716-1401）へ。※広告内容などは本市が推奨するものではありません。

市外局番 096 を省略しています◦「〒860-8601」は市役所専用番号です。住所の記載なしで郵便物が届きます。

 5月は自転車月間  
自転車は環境にやさしく、通勤・通
学や買い物時にも最適な乗り物です
が、ルールやマナーを守らないと、大
きな事故につながり、自分だけでなく
他人も傷つけてしまいます。自転車の
乗り方についていま一度見つめ直し
てみましょう。
■令和2年中の市内の自転車事故は
275件
事故の主な原因は、安全不確認です。
運転中にスマートフォンの操作やイ
ヤホンで音楽を聴くといった「ながら
運転」は絶対にやめましょう。
■自転車保険に加入しましょう！
10月1日から、県内で自転車保険の
加入が義務化されます。小学5年生の
児童が歩行者と衝突し、児童の保護者
には約9,500万円の損害賠償命令が
出された事例もあり、高額賠償事例は
決して他人事ではありません。自転車
保険について詳しくは、自転車販売店
や損害保険会社へ。
■年に1度、点検・整備をしましょう！
安全に自転車を利用するために、年
に1度、自転車安全整備店で整備を受
けましょう。
■自転車安全利用五則を順守しましょう
①自転車は、車道が原則、歩道は例外
（13歳未満および70歳以上の方
等は歩道通行可）
②車道は左側を通行
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを
徐行
④安全ルールを守る
⑤子どもはヘルメットを着用
  （生活安全課　☎328-2397）

 「電話で『お金』詐欺」に注意！  
市職員や警察官等を装い不審電話
をかける事案が発生しています。言葉
巧みに不安をあおり、個人情報を聞き
出したり、「払戻しがある」、「通帳が使
えない」などとキャッシュカードや通
帳を受け取りに来ることもあります。
■詐欺被害にあわないために…
・電話でお金の話が出たら詐欺だと疑う
・住所や口座番号などの個人情報を
教えない
・キャッシュカードの暗証番号を教
えない、他人に渡さない
・公的機関を名乗る場合は、所属、氏
名を聞き、自分で調べた番号にかけ
直し確認する
・不審な電話があった際には、一人で
判断せずに家族や友人、警察等に相
談する
  （生活安全課　☎328-2397）

 デートDV（ドメスティック・バイオレンス）防止出前講座  

  期  6月～翌年2月末の間で要相談（1
～1時間半程度）  場  市内（実施場所は
申込団体で確保）  内  デートDV（恋人
間で起こる暴力）の意味や内容を正し
く理解し、学ぶことができる出前講座 
  対  市内に住むか通学する中高生、大
学生と保護者などにより構成された
団体など  定  10人以上（要相談）  費  無
料（会場使用料や設営費用は申込者負
担）  申  電話で男女共同参画センター
はあもにいへ
（男女共同参画センターはあもにい
  　☎345-2550）

 ファミリー農園を利用しませんか 
区 農園名 電話番号
中央 国府本町 新規受付休止中

東
長嶺南 ☎090-5928-2680
花立 ☎382-6694
桜木 ☎080-1709-0254

西 小島 ☎329-0873

南

近見 ☎090-4998-8840
元三町 ☎090-2514-3021
幸田 ☎378-8972
蓍町 ☎0964-28-2207

北

麻生田 ☎338-7736
鶴羽田 ☎090-3325-3996
高平 新規受付休止中
立田山 ☎080-5254-8283

  申  農園に空きがあれば随時申込可能
です。各農園に直接、問い合わせくだ
さい
  （農業政策課　☎328-2403）

 人づくり基金令和3年度後期援助申込者募集  

  内  社会のさまざまな分野で将来の本
市のリーダーとしての役割を果たす
ことができる人材を育てることを目
的に、研修費用などを援助します。
援助内容 援助限度額
海外研修 100万円

（旅費の一部を加算）国内研修
その他 50万円
褒賞 30万円

  対  市内に住む方、市内に本拠地また
は事務所を有する団体 ※選定委員会
での審査有。 ※おおむね令和3年10
月から令和4年3月までに開始する研
修などが対象  申  5月6日～7月15日
までに直接文化政策課へ ※要事前相
談
■人づくり基金への寄附を随時募集
しています
詳しくは、文化政策課（☎328-2039）

へ。

 5月は消費者月間  
  内  昨年は、新型コロナウイルス感染
症の影響で、マスクなどの生活用品の
買い占めなどが発生しました。私たち
一人ひとりが社会全体のことを考え
て消費行動を行いましょう。また、消
費者の不安定な心理状態に付けこむ
悪質商法に関する相談が寄せられて

います。消費者トラブルで困ったら、
一人で悩まず、下記へ相談ください
  対  原則市内に住む方
【相談受付】
  日  平日午前9時～午後5時  場  市自転
車駐車場5階
  （消費者センター　☎353-2500）

 区役所で消費生活相談（出張相談）  　無料　 

  期   場  毎週月曜日：北区役所1階相談
室、毎週火曜日：西区役所2階相談室、
毎週水曜日：南区役所3階相談コー
ナー、毎週木曜日：東区役所3階相談
室  時  午後1時～4時（祝日・年末年始
を除く）  内  区役所で消費生活相談員
による出張相談を実施しています 
  申  希望する出張相談日の前日午後5
時までに電話で消費者センターへ
  （消費者センター　☎353-2500）

 住まいの耐震性を調査しませんか 
  内  本市に登録のある耐震診断士が自
宅に訪問調査を行い、地震に対する強
さを調査  対  次の①～④の全てに該当
するもの①市内にあり、人が住んでい
るまたは住む見込みがある戸建木造
住宅②平成12年5月31日以前に着工
したもの（昭和56年6月以降に着工し
たものは、熊本地震による被害を受け
たもののみ）③在来軸組構法、伝統的
構法で建てられたもの④3階建て以下
のもの ※その他要件あり  費  一戸あ
たり5,500円  定  100戸程度（抽選） 
  申  5月11日～31日（消印有効）までに
申込書と必要書類を原則郵送で
〒860-8601住宅政策課へ（持参希望
の場合は相談ください）
詳しくは、市ホーム
ページまたは住宅政策
課へ。
  （住宅政策課　☎328-2449）

 辛島公園地下自転車駐車場を一時閉鎖します  

当施設の場内改修工事に伴い、一時
的に全面閉鎖を予定しています。皆様
には大変ご迷惑をおかけしますが、閉
鎖期間中は近隣の駐輪場を利用くだ
さい。
■全面閉鎖予定期間
・バイク置き場：5月下旬～7月中旬
・自転車置き場：7月下旬～8月下旬
詳しくは、市ホームページへ。
 （自転車利用推進室　☎328-2259）

中小企業活性化会議委員
内容  中小企業の振興について意見をいただくための委員
任期  委嘱日～2年間
対象  市内に住むか通勤・通学する20歳以上の方で、年2回程度開催する会

議に出席できる方。また、応募時点で本市の審議会等の委員になって
いない方

定員  1人（書類・面接による選考）
詳しくは、市ホームページまたは経済政策課（☎328-2375）へ。
　熊本市児童館運営審議会委員
内容  本市の児童館の運営について、幅広く市民の意見を取り入れるため

の委員
任期  委嘱日～2年間
対象  市内に住むか通勤・通学する20歳以上の方
定員  2人（書類・面接による選考）
詳しくは、市ホームページまたは子ども支援課（☎328-2158）へ。
　熊本市保健衛生審議会委員
内容  市民の健康づくりおよび公衆衛生の向上の施策を推進するための委員
任期  委嘱日～令和5年3月31日
対象  市内に住むか通勤する、健康づくりや保健医療サービスについて理

解と関心のある方
定員  2人（作文・面接による選考）
詳しくは、市ホームページまたは医療政策課（☎364-3186）へ。

 委　◆　員　◆　募　◆　集 

皆さんの意見を募集します。

熊本市立新自然の家整備基本計画（素案）
内　　容  利用停止している金峰山少年自然の家の建て替えに関する整備

基本計画の素案
提　出　先  4月26日～5月25日までに持参か郵送、ファクス（328-3040）

またはメール（seishounenkyouiku@city.kumamoto.lg.jp）で
〒860-8601青少年教育課（☎328-2277）へ

閲覧場所  青少年教育課、区役所、市ホームページなど

↗


